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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
欠
陥
と
主
張
・
立
証

は
じ
め
に

産
業
構
造
変
革
の
流
れ
の
中
で
、
取
引
客
体
た
る
財
貨
も
変
貌

を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
、
有
体
物
た
る
商
品
に
加
え
、
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
に
代
表
さ
れ
る
情
報
財
の
流
通
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
形
態
に
分
か

れ
る
。
第
一
は
、
特
定
の
ユ
ー
ザ
を
念
頭
に
置
い
て
個
別
的
に
受

注
・
開
発
さ
れ
た
オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
発
注
者
に
特
有
な
業
務
を
こ
な
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
不
特
定
の
ユ
ー
ザ
を
対
象
と
し
て
開
発
さ
れ
た
パ
ッ
ケ

ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
も
、
広
範
囲
で
流
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
開
発
さ
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
、
正
常
に
動
作
し
な
か
づ
た

り
、
あ
る
い
は
、
十
分
な
機
能
を
発
揮
し
な
い
た
め
に
、
当
事
者

原

竹
　
　
裕

問
に
紛
争
が
生
起
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
設
計
・
開
発
上
の
機
能
的
欠
陥
に
基
づ
く
紛
争
が
、
近
時
に

至
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
裁
判
例
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
本
稿
は
、
個
別
的
な
受
注
に
基
づ
く
オ
ー
ダ
ー
．
メ
イ
ド
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
バ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
双
方
を
視
野

に
収
め
つ
つ
、
そ
の
欠
陥
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
け
る
攻
防
過
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

構
造
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
基
本
的
法
律
関
係

　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
そ
の
開
発
形
態
に
関
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
人

問
の
知
的
創
造
活
動
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で

は
共
通
し
て
い
る
。
し
・
か
し
、
開
発
・
利
用
を
め
ぐ
る
法
律
関
係

は
、
受
注
に
よ
り
開
発
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
不
特
定
多
数
の
ユ

跳
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ー
ザ
を
念
頭
に
置
い
て
自
主
的
に
開
発
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
構
成
を
異
に
し
て
い
る
。

1
　
完
成
前
の
法
律
関
係
ー
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
委
託
契
約

　
オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
関
し
て
は
、
通
常
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
る
。
こ
の
開
発
委
託

契
約
は
、
と
く
に
、
そ
の
後
の
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
を
確

定
す
る
上
で
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
契
約
の
法
的
性

質
は
い
か
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
法
的
性
質
決
定
の
問
題
）
。

こ
の
場
合
、
民
法
所
定
の
典
型
契
約
と
は
別
の
独
自
の
非
典
型
契

約
で
あ
る
と
解
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
す
で
に

各
典
型
契
約
に
つ
い
て
発
展
し
た
判
例
法
理
・
学
説
な
ど
の
ル
ー

ル
を
継
承
・
活
用
し
う
る
点
で
、
ま
ず
は
、
典
型
契
約
の
う
ち
の

い
ず
れ
に
基
本
的
に
該
当
す
る
か
を
検
討
し
、
契
約
の
特
性
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

じ
た
修
正
を
施
す
の
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
議
論
に
お
い
て

も
、
既
存
の
契
約
類
型
申
で
適
合
す
る
も
の
を
ま
ず
探
索
し
よ
う

と
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　
ま
ず
、
開
発
委
託
契
約
が
、
民
法
の
典
型
契
約
の
分
類
（
財
貨

移
転
・
利
用
権
設
定
・
労
務
提
供
な
ど
）
の
う
ち
で
、
労
務
提
供

型
の
契
約
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
類
型
に
属

す
る
典
型
契
約
と
し
て
は
、
雇
傭
・
請
負
・
委
任
（
準
委
任
）
・

寄
託
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
寄
託
契
約
は
物
の
保
管
と
い
う
役
務

を
対
象
と
し
、
純
然
た
る
委
任
も
法
律
行
為
を
対
象
と
す
る
の
で
、

候
補
か
ら
は
外
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
目
下
の
議
論
は
、
主
と
し

て
請
負
か
、
そ
れ
と
も
準
委
任
か
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る

（
派
遣
労
働
等
と
の
関
係
で
は
雇
傭
も
問
題
と
な
り
う
る
）
。
こ
の

議
論
の
実
益
は
、
報
酬
請
求
権
が
、
仕
事
の
完
成
を
条
件
と
す
る

か
ど
う
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
完
成
に
至
ら
な
か
づ
た
場
合
の
リ

ス
ク
（
睾
｛
〇
一
〇
q
邑
ω
寿
o
）
を
い
ず
れ
の
当
事
者
が
負
担
す
る
か

と
い
う
点
に
現
れ
る
。

　
こ
の
点
、
従
来
は
、
設
計
段
階
・
開
発
工
程
を
間
わ
ず
、
こ
れ

を
請
負
契
約
と
み
る
見
解
が
有
カ
で
あ
り
、
実
際
に
も
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

請
負
契
約
と
し
て
性
質
決
定
し
た
下
級
審
の
裁
判
例
が
あ
る
。
わ

が
国
と
基
本
的
に
近
似
し
た
契
約
法
体
系
を
有
す
る
ド
イ
ツ
に
お

い
て
も
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
（
向
o
＜
一
－
具
至
鼻
．
．

三
コ
o
q
ω
く
①
ユ
轟
o
q
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
請
負
契
約
（
ミ
⑦
鼻
く
零
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

弓
品
）
と
す
る
見
解
が
主
流
と
な
う
て
い
る
。

　
思
う
に
、
開
発
及
び
そ
の
前
後
の
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
狭
義
の

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
（
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
）
段
階
が
、
請
負
契
約
に
相

当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
コ
ー
デ
ィ

ン
グ
の
段
階
は
、
す
で
に
設
計
が
固
ま
っ
た
後
に
な
さ
れ
、
工
程

〃
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（
5
）

の
予
測
も
立
ち
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ス
テ
ム
の
仕
様
を
定
め
る
段
階

に
つ
い
て
は
、
請
負
契
約
と
み
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
は
疑
問

で
あ
る
。
一
般
に
、
シ
ス
テ
ム
の
構
成
な
ど
を
定
め
る
際
に
は
、

設
計
担
当
者
の
構
想
力
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
、
高
度
な
専
門

的
判
断
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な
企
画
構
想

段
階
に
つ
い
て
は
、
請
負
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

委
任
契
約
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
れ
る
。
準
委

任
契
約
は
、
民
法
上
の
本
来
の
委
任
契
約
と
は
異
な
り
、
法
律
行

為
で
は
な
く
事
実
行
為
を
内
容
と
す
る
が
、
こ
の
契
約
類
型
t
該

当
す
る
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

ば
、
医
療
契
約
な
ど
の
専
門
家
契
約
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
仕
事

の
完
成
と
い
う
請
負
契
約
上
の
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
専
門

的
判
断
に
際
し
て
の
善
管
注
意
義
務
を
通
じ
て
役
務
の
ク
オ
リ
テ

ィ
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
違
反
（
過

失
）
に
よ
づ
て
生
じ
た
責
任
の
追
及
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
専

門
家
責
任
（
召
o
ぼ
留
一
〇
冨
＝
討
σ
旨
q
）
一
般
の
枠
組
み
が
妥
当

　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

す
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
段
階
と
は
異
な
り
、
設
計
段

階
に
お
い
て
は
、
約
定
役
務
の
不
定
型
性
・
専
門
性
が
顕
著
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
段
階
に
つ
い
て
は
準
委

任
契
約
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
従
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
完
成
前
の
法
律
関
係
と
し
て
は
、
①
企

画
・
設
計
段
階
に
お
け
る
準
委
任
契
約
と
、
②
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
段

階
に
お
け
る
請
負
契
約
と
い
う
複
数
の
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
（
9
）

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
開
発
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
不
特

定
の
ユ
ー
ザ
向
け
に
開
発
さ
れ
、
有
体
物
と
し
て
の
商
品
に
類
似

し
た
形
で
流
通
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
一
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
お
い
て
は
、

ユ
ー
ザ
は
開
発
委
託
者
の
地
位
に
は
立
た
な
い
。
ユ
ー
ザ
が
有
す

る
契
約
関
係
は
、
販
売
店
（
売
主
）
と
の
間
に
お
け
る
有
体
物

（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
媒
体
）
の
売
買
契
約
、
及
ぴ
メ
ー
力
1
と
の
間

に
お
け
る
使
用
許
諾
契
約
（
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
）
の
み
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
こ
の
種
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ユ
ー
ザ
サ
イ
ド
か
ら
の
契

約
責
任
の
追
及
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。

2
　
完
成
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
帰
属
－
著
作
権
か
使
周
許
諾
か

　
次
に
間
題
と
な
る
の
は
、
完
成
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
帰
属
で

あ
る
。
こ
の
点
、
ま
ず
オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に

つ
い
て
は
開
発
の
段
階
で
著
作
権
が
開
発
側
に
帰
属
す
る
が
、
特

段
の
合
意
に
よ
っ
て
著
作
権
の
う
ち
の
財
産
権
的
側
面
（
著
作
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

産
権
）
が
ユ
ー
ザ
側
に
移
転
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
し
か

40
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し
、
著
作
人
格
権
は
開
発
側
に
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
必

要
に
応
じ
著
作
人
格
権
不
行
使
の
特
約
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
と
は
別
に
、
コ
ス
ト
の
低
減
の
た
め
、
著
作
権
は
開
発
者
に
残

存
さ
せ
、
ユ
ー
ザ
側
が
使
用
許
諾
を
受
け
て
使
用
す
る
場
合
も
あ

り
え
よ
う
。
次
に
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
、
記

憶
媒
体
と
し
て
の
デ
ィ
ス
ク
等
が
授
受
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

有
体
物
の
売
買
の
よ
う
な
所
有
権
移
転
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
と
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
〕

え
き
れ
な
い
面
を
合
む
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
類

型
の
場
合
、
販
売
店
等
と
の
関
係
を
別
に
す
れ
ぱ
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
開
発
側
に
存
在
す
る
契
約
関
係
と
し
て
は
こ
の
使
用
許
諾
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

約
の
み
を
挙
げ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
一
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
欠
陥
責
任
と
法
的
構
成

1
　
概
観

　
情
報
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
が
生
じ
た
場
合
に
、
ユ
ー
ザ
側
が
援
用

し
う
る
法
的
構
成
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
形
態
が
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、
オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
に
は
、

ユ
ー
ザ
は
同
時
に
開
発
委
託
契
約
に
お
け
る
委
託
者
（
注
文
者
・

準
委
任
者
）
の
立
場
に
あ
り
、
契
約
上
、
仕
事
の
完
成
を
求
め
る

請
求
権
を
有
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
者
に
対

す
る
責
任
追
及
は
、
講
負
契
約
に
お
け
る
成
果
物
の
欠
陥
（
暇

疵
）
あ
る
い
は
準
委
任
契
約
上
の
善
管
義
務
違
反
に
関
す
る
処
理

を
参
考
に
し
つ
つ
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
開
発
側
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
供
給
さ
れ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
の
場
合
に
は
、
ユ
ー
ザ
ー

は
、
開
発
委
託
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ユ
ー
ザ
と
メ
ー
力
1
の
問
に
存
在
す
る
の
は
使
用
許

諾
契
約
だ
け
で
あ
る
。
近
時
に
お
け
る
使
周
許
諾
契
約
の
利
用
頻

度
は
増
大
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
生
成
途
上
の
契
約
類
型
で
あ
る

た
め
、
そ
の
法
的
性
質
や
特
約
条
項
の
効
カ
に
関
し
て
も
見
解
が

帰
一
し
て
い
な
い
。
同
契
約
に
お
い
て
は
、
通
常
、
す
で
に
開
発

が
完
了
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
現
状
有
姿
の
ま
ま
（
窒
邑
使

用
す
る
こ
と
を
許
諾
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
こ

で
は
ユ
ー
ザ
の
契
約
締
結
目
的
に
資
す
る
水
準
の
完
成
度
を
有
す

る
こ
と
が
明
示
あ
る
い
は
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
（
明
示
・
黙
示
の
品
質
保
証
）
。
従
っ
て
、
少

な
く
と
も
、
ユ
ー
ザ
と
し
て
は
、
契
約
目
的
を
達
成
で
き
な
い
場

合
に
は
こ
れ
を
解
除
し
、
代
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
使
用
許
諾
関
係
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に
基
づ
い
て
追
及
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
同
契
約
が
ど
の
程
度
の

品
質
保
証
を
合
ん
で
い
る
か
に
依
存
し
て
お
り
、
不
法
行
為
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
〕

般
規
定
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

2
　
欠
陥
概
念
の
基
本
的
位
置
づ
け
－
製
造
物
責
任
と
の
関
係

　
才
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
に
は
、
開
発
委

託
契
約
に
依
拠
し
た
完
全
履
行
請
求
と
し
て
の
環
疵
修
補
（
σ
品

穿
）
請
求
な
い
し
は
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
給
付
内
容
と
実
際
の
給
付
と
の
ず

れ
を
示
す
た
め
に
欠
陥
が
主
張
・
立
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
で
は
、
後
述
す
る
バ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
お
け
る
欠

陥
概
念
が
参
酌
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
バ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
に
は
、
紛
争
当
事
者
の

問
に
は
使
用
許
諾
関
係
し
か
存
し
な
い
た
め
、
開
発
委
託
の
場
合

と
は
異
な
り
、
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責
任
を
追
及
す
る
に
際
し

て
は
、
品
質
保
証
の
範
囲
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
。
品
質
保
証
の
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
範
囲
の
如
何
に
よ
っ
て

は
、
不
法
行
為
の
構
成
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
有
体
物
に
関
す
る
製
造
物
責
任
の
場

合
と
の
利
害
状
況
の
類
似
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
製
造
物
責
任

が
発
達
し
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
存
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
①
広
範
囲
に
流
通
す
る
製
造
物
に
つ
い
て
そ
の
最
終
購

入
者
が
製
造
者
の
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
、
直
接
の
．

契
約
関
係
が
な
い
た
め
に
不
法
行
為
責
任
に
よ
る
ほ
か
は
な
く
、

し
か
も
、
②
製
品
の
内
部
構
造
が
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
中
で
、

そ
の
製
造
上
の
過
失
を
立
証
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と

の
事
情
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
製
造
物
責
任
法
は
、
過
失
に
代

え
て
欠
陥
の
存
在
を
立
証
す
れ
ば
足
り
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
過

失
責
任
か
ら
欠
陥
責
任
へ
の
移
行
）
。
同
様
の
事
情
が
、
現
在
そ

の
流
通
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場

合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
こ
で
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
製
造
物
責
任

の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
生
ず
る
。

　
こ
の
点
、
現
行
製
造
物
責
任
法
は
そ
の
定
義
規
定
に
お
い
て
、

製
造
物
に
つ
き
「
製
造
又
は
加
工
さ
れ
た
動
産
」
を
い
う
も
の
と

し
て
お
り
（
同
法
二
条
一
項
）
、
純
然
た
る
無
体
財
産
は
そ
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

用
の
対
象
－
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
時
の
学
説
上
は
、

少
な
く
と
も
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
R
O
M
チ
ッ
プ
な
ど
の
部
品
の
形

で
製
品
に
組
み
込
ま
れ
た
場
合
に
は
、
動
産
た
る
製
造
物
の
一
部

を
な
す
も
の
と
し
て
同
法
が
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
主
張
さ

　
　
（
帖
）

れ
て
い
る
。

　
現
時
点
で
は
、
無
体
財
産
に
製
造
物
責
任
法
を
直
接
適
用
す
る

吻
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こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
将
来
的
に
は
ユ
ー
ザ
保
護
の
た
め
の
立

法
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

現
行
法
上
、
他
の
法
理
（
債
務
不
履
行
・
不
法
行
為
責
任
）
に
よ

っ
て
救
済
を
求
め
る
場
合
に
も
、
有
体
物
に
関
す
る
製
造
物
責
任

法
上
発
展
し
た
「
欠
陥
」
概
念
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
合
理
的
な

欠
陥
概
念
を
定
立
し
た
上
で
、
二
れ
を
媒
介
と
し
た
過
失
の
事
実

上
の
推
定
の
活
用
に
よ
っ
て
、
救
済
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
情
報
自
体
が
そ
の
財
貨
性
を
取
引
界

で
認
め
ら
れ
、
民
事
法
制
に
お
い
て
も
そ
の
保
護
の
客
体
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
適
格
が
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
に
も
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

3
　
欠
陥
概
念
の
多
義
性

　
そ
こ
で
、
従
来
、
有
体
物
の
製
造
物
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
欠
陥
概
念
を
ま
ず
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
気
づ
く
の
は
、

欠
陥
概
念
が
す
ぐ
れ
て
評
価
的
・
規
範
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
従
来
提
唱
さ
れ
た
欠
陥
概
念
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

な
分
類
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

①
標
準
逸
脱
基
準
　
ま
ず
一
定
の
客
観
的
品
質
標
準
を
満
た
し
て

い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
欠
陥
と
す
る
関
係
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
基
準
に
依
拠
す
る
た
め
に
は
、
当
該
製
品
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
確
立
し
、
そ
の
標
準
的
な
仕
様
が
存
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
従
っ
て
、
常
に
技
術
が
変
動
す
る
と
と
も
に
、
注
文
に
応

じ
て
無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
は

う
ま
く
適
合
し
な
い
面
が
あ
る
。

②
消
費
者
〔
ユ
ー
ザ
〕
期
待
基
準
　
こ
れ
に
対
し
、
必
ず
し
も
客

観
的
に
存
在
す
る
規
範
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
取
引
に
お
け
る
ユ

ー
ザ
の
期
待
を
基
準
と
し
て
欠
陥
の
存
否
を
定
め
る
見
解
が
あ
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
確
立
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
可
能
な
点
で
汎

用
性
を
備
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
期
待
を
い

・
か
に
定
め
る
か
と
い
う
間
題
が
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
考
察
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
危
険
効
用
基
準
　
さ
ら
に
、
欠
陥
の
有
無
を
危
険
と
効
用
と
の

相
関
関
係
に
よ
っ
て
定
め
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
と
え
危

険
が
あ
っ
て
も
効
用
が
大
で
あ
れ
ば
欠
陥
と
は
解
さ
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
副
作
用
の
お
そ
れ
を
伴
う
医
薬
品

等
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
全
て
の
製
品
に
一
般
化
し

て
適
用
し
う
る
か
つ
い
て
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
か
か
る
基
準
が

提
唱
さ
れ
た
背
景
に
は
、
と
く
に
客
観
的
経
済
的
効
用
が
大
き
な

製
造
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
定
の
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て

も
市
場
に
流
通
さ
せ
る
余
地
を
認
め
よ
う
と
の
意
図
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
他
の
法
理
（
開
発
危
険
の
抗
弁
・
技
術
水
準
の
抗
弁
）

43



一橋論叢　第122巻 第1号 平成11年（1999年）7月号　（44）

に
よ
っ
て
も
同
様
の
目
的
を
達
レ
う
る
の
で
あ
り
、
よ
り
汎
用
性

に
富
ん
だ
基
準
を
捨
て
て
ま
で
、
危
険
効
用
基
準
に
依
拠
す
る
ま

で
の
必
然
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

④
規
範
的
欠
陥
概
念
　
製
造
物
責
任
法
は
、
「
欠
陥
」
の
定
義
に

つ
き
、
二
条
二
項
に
お
い
て
「
当
該
製
造
物
の
特
性
、
そ
の
通
常

予
見
さ
れ
る
使
用
形
態
、
そ
の
製
造
者
等
が
当
該
製
造
物
を
引
き

渡
し
た
時
期
そ
の
他
の
当
該
製
造
物
に
係
る
事
情
を
考
慮
し
て
、

当
該
製
造
物
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」
と

定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
前
出
し
た
欠
陥
概
念
の
う

ち
で
、
ユ
ー
ザ
期
待
基
準
を
基
調
と
し
つ
つ
、
そ
の
他
の
事
情
を

も
考
慮
要
素
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
許
容
し
た
も
の
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
概
念
が
き
わ
め
て
規
範
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
・
ま
ず
、
単
な
る
物
理

的
性
状
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ー
ザ
側
の
事
実
上
の
期
待
に
も
着
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
事
実
上
の
期
待

を
果
た
し
て
法
的
に
正
当
な
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、

製
造
物
そ
れ
自
体
さ
ら
に
は
製
造
物
が
流
通
す
る
に
あ
た
っ
て
の

背
景
を
な
す
社
会
・
経
済
環
境
を
も
踏
ま
え
た
総
合
的
な
考
慮
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

よ
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
欠
陥
に

つ
い
て
も
、
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ザ
期
待
を
踏
ま
え
た
規

範
的
概
念
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
が
認
め
ら
れ

れ
ば
、
こ
こ
か
ら
過
失
の
事
実
上
の
推
定
を
働
か
せ
る
と
い
う
処

理
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
一
訴
訟
法
上
の
問
題

1
　
主
張
段
階

　
（
1
）
　
請
求
原
因
－
外
形
的
特
定
の
法
理

　
供
給
さ
れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
構
造
は
、
ユ
ー
ザ
側
の
眼
か
ら

見
て
、
い
わ
ば
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
た
状
態
に
あ
り
、
こ

こ
に
情
報
の
非
対
称
性
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
証
拠
の
偏
在
現
象
と
い
う
形
で
現
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
一
体
ど
の
よ
う
な
事
実
主
張
を
証
明
主

題
と
し
て
設
定
す
る
か
と
い
う
、
主
張
レ
ベ
ル
で
の
問
題
が
生
ず

る
。
こ
こ
で
は
、
情
報
を
取
得
し
え
な
い
ユ
ー
ザ
が
い
か
に
し
て

欠
陥
の
特
定
を
行
う
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

①
債
務
不
履
行
構
成
　
債
務
不
履
行
構
成
に
よ
る
場
合
、
・
原
告
と

し
て
は
、
契
約
に
お
い
て
合
意
さ
れ
て
い
た
給
付
の
内
容
、
す
な

わ
ち
い
か
な
る
品
質
の
シ
ス
テ
ム
が
開
発
等
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
、
主
張
及
び
立
証
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
こ
の
場
合
の
問
題
点
は
、
原
告
に
お
い
て
、
被
告
に
お
い
て

講
ず
べ
き
で
あ
っ
た
具
体
的
な
対
策
を
も
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
医
療
過
誤
訴
訟
な

ど
、
専
門
家
貴
任
一
般
に
共
通
す
る
間
題
で
あ
る
。
も
し
、
ど
の

よ
う
な
対
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
づ
た
か
の
特
定
を
非
専
門
家
た
る

原
告
に
要
求
す
る
と
す
れ
ぱ
、
こ
れ
は
原
告
に
不
可
能
な
い
し
著

し
い
困
難
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
訴
訟
手
続
上
の
公

平
の
観
点
か
ら
み
て
、
原
皆
と
し
て
は
、
給
付
の
内
部
的
側
面

（
披
術
的
細
目
な
ど
）
に
つ
い
て
ま
で
主
張
・
立
証
す
る
必
要
は

な
く
、
単
に
、
給
付
の
外
部
的
側
面
（
ど
の
よ
う
に
機
能
・
動
作

す
ぺ
き
で
あ
ウ
た
か
）
の
み
を
主
張
・
立
証
す
れ
ぱ
足
り
る
と
解

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
シ
ス
テ
ム
の
開
発
過
程

に
お
い
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
的
な
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
多
用
さ
れ

る
現
状
に
も
即
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
通
常
の

抗
弁
す
な
わ
ち
完
全
な
履
行
（
弁
済
の
提
供
）
を
行
な
っ
た
旨
を

被
告
が
主
張
・
立
証
し
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

②
不
法
行
為
的
構
成
　
主
と
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
場
合
に
問
題
と
な
る
が
、
オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
場
合
に
も
、
そ
の
便
益
を
受
け
る
べ
き
第
三
者
が
損
害
を
被

っ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
構
成
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
契
約
当
事
者
以
外
の
者
が
開
発
に
携
わ
り
、
事

実
上
の
開
発
者
に
対
し
て
責
任
追
及
を
行
な
う
場
合
に
も
、
お
そ

ら
く
不
法
行
為
構
成
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
場
合
に
は
、
原
告
と
し
て
は
、
㈲
故
意
・
過
失
（
帰
責
事
由
）
、

ω
権
利
侵
害
（
違
法
性
）
、
㈲
損
害
の
発
生
と
額
、
及
び
㈹
行
為

と
損
害
と
の
因
果
関
係
を
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多

く
の
事
例
に
お
い
て
は
故
意
で
は
な
く
過
失
責
任
の
追
及
が
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
こ
で
間
題
と
な
る
の
が
、
過
失
の
主
張
立
証
で
あ
る
。
過
失

の
認
定
に
お
い
て
は
損
害
の
予
見
可
能
性
（
主
観
面
）
の
ほ
か
、

あ
り
づ
べ
き
損
害
に
備
え
て
と
る
べ
き
事
前
の
結
果
回
避
（
安
全

管
理
）
措
置
の
解
怠
（
客
観
面
）
も
具
体
的
に
主
張
立
証
さ
れ
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
か
つ
て
の
伝
統

的
な
理
解
（
旧
過
失
論
）
に
お
い
て
は
主
観
面
だ
け
の
主
張
立
証

で
足
り
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
責
任
追
及
に
際
し
て
の

主
張
立
証
は
も
っ
ぱ
ら
予
見
の
可
否
だ
け
で
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
責
任
範
囲
の
限
定
を
旨
と
し
て
現
れ
た
新
過

失
論
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
結
果
回
避
（
安
全
管
理
）
措
置
の
解
怠

を
も
主
張
立
証
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
次
に
、

結
果
回
避
措
置
の
内
容
を
ど
の
程
度
特
定
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
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こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
債
務
不
履
行
構
成
に
際
し

て
の
給
付
内
容
の
特
定
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
、

両
者
に
お
い
て
は
、
と
も
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
設
計
・
開

発
を
行
な
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
が
そ
の
内
実
を
な
す
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
過
失
の
内
部
的
側
面
（
技
術
的
細
目

な
ど
）
に
つ
い
て
ま
で
主
張
・
立
証
す
る
必
要
は
な
く
、
単
に
、

過
失
の
外
部
的
側
面
の
み
を
主
張
立
証
す
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ

る
。

③
外
形
的
特
定
の
法
理
　
上
に
述
べ
た
よ
う
な
、
給
付
内
容
・
過

失
の
外
部
的
側
面
の
主
張
は
い
か
に
し
て
行
う
べ
き
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
オ
ー
ダ
ー
・
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
に

は
、
前
述
の
ユ
ー
ザ
期
待
基
準
が
比
較
的
う
ま
く
適
合
す
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
欠
陥
に
つ
い
て
は
、
第

一
次
的
に
は
、
設
計
段
階
で
把
握
さ
れ
た
ユ
ー
ザ
側
の
要
求
定
義

と
実
際
の
達
成
度
と
の
差
異
を
も
っ
て
特
定
す
れ
ば
よ
い
と
解
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
要
求
定
義
に
よ
っ
て
、
ユ
ー
ザ
側

（
委
託
者
側
）
の
期
待
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
要
求
定
義
が
ど
れ
ほ
ど
内
部
構
造
に
踏

み
込
ん
だ
も
の
に
な
る
か
は
、
ユ
ー
ザ
側
の
専
門
知
識
の
量
に
依

存
す
る
こ
と
に
な
る
。
専
門
知
識
を
有
し
な
い
ユ
ー
ザ
と
の
問
で

シ
ス
テ
ム
の
要
求
定
義
を
煮
詰
め
る
場
合
に
は
、
開
発
上
の
専
門

用
語
に
よ
ら
ず
、
日
常
用
語
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
も
多
い
と
思
わ

れ
る
。
内
部
構
造
を
知
り
得
な
い
ユ
ー
ザ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
が
果
た
す
で
あ
ろ
う
機
能
・
動
作
面
に
着
目
し
て
開

発
を
委
託
す
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
ユ
ー
ザ
に
は
、
欠
陥
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

機
能
面
か
ら
の
外
形
的
特
定
を
許
容
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
内
部

構
造
の
正
常
性
や
技
術
水
準
に
基
づ
く
反
論
は
、
こ
れ
を
熟
知
し

た
開
発
者
側
に
お
い
て
第
二
次
的
に
抗
弁
（
評
価
障
害
事
実
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

し
て
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
に
は
、

ユ
ー
ザ
期
待
基
準
が
う
ま
く
適
合
し
な
い
面
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
類
型
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
場
合
に
は
、
多
様
な
ユ
ー
ザ
の
要
求

を
最
大
公
約
数
的
に
満
た
す
こ
と
を
念
頭
に
開
発
が
な
さ
れ
て
お

り
、
個
別
ユ
ー
ザ
の
抱
い
た
期
待
の
正
当
性
を
ど
う
評
価
す
る
か

と
い
う
間
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ザ
期
待
の

吟
味
を
な
す
に
際
し
て
は
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
当
該
領
域
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
も
考
慮
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
定
着
し
つ
つ
あ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
あ
る
い
は
果
た
す
べ
き
機
能
の
明
確
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
代
替

さ
れ
る
べ
き
手
作
業
な
ど
が
明
確
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
に
つ
い
て
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は
、
あ
る
べ
き
機
能
達
成
度
を
定
め
る
こ
と
は
相
対
的
に
容
易
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
登
場
間
も
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
の
場
合
と
同
様
、
開
発
危
険
・
技
術

水
準
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
2
）
　
抗
弁

①
技
術
水
準
・
開
発
危
険
の
抗
弁
の
意
義
　
技
術
水
準
（
g
津
①
■

o
h
－
；
？
彗
↓
）
の
抗
弁
は
、
米
国
の
製
造
物
責
任
訴
訟
に
お
い
て

発
達
し
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
抗
弁
は
、
開
発
問
も
な
い
先
駆
的

製
品
に
つ
い
て
の
市
場
流
通
の
促
進
の
要
請
と
の
調
和
を
図
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
法
に
お
い
て
導
入
さ

れ
た
開
発
危
険
の
抗
弁
（
同
法
四
条
二
号
）
と
重
な
り
合
う
面
を

（
2
1
）

も
つ
。

　
現
行
製
造
物
責
任
法
に
お
い
て
は
、
開
発
危
険
の
主
張
が
独
立

し
た
抗
弁
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

欠
陥
の
存
否
の
判
断
に
お
い
て
も
、
技
術
水
準
の
実
情
は
、
法
的

評
価
に
対
す
る
消
極
的
基
礎
事
実
（
評
価
障
害
事
実
）
と
し
て
援

用
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
欠
陥
概
念
は
、
純
然
た
る
事
実

概
念
で
は
な
く
、
そ
の
存
否
の
判
断
に
際
し
て
は
、
ユ
ー
ザ
の
抱

い
た
期
待
に
対
す
る
正
当
性
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

事
実
認
定
よ
り
も
法
的
評
価
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
。
そ
の
た
め
、

欠
陥
を
肯
定
す
る
方
向
に
働
く
判
断
過
程
に
対
し
、
否
定
的
な
方

向
へ
の
誘
導
を
行
う
た
め
の
事
実
主
張
を
行
う
必
要
が
生
ず
る
。

開
発
当
時
の
技
術
水
準
の
実
情
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
障
害
事
実

　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
主
張
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
責
任
制
隈
条
項
と
の
関
係
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
委
託
・
使

用
許
諾
契
約
に
お
い
て
は
、
し
ぱ
し
ば
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

運
用
か
ら
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
額
を
一
定
の
範
囲
に
制
限

す
る
特
約
条
項
が
置
－
か
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
欠
陥
に
基

づ
く
法
的
紛
争
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
特
約
条
項
が
い
か
な
る
意

味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
債
務
不
履

行
構
成
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
条
項
が
対
価
設
定
に
際
し
て

の
考
慮
フ
ァ
ク
タ
ー
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
限
り
、

特
約
条
項
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
不
法

行
為
構
成
に
お
い
て
も
、
被
害
者
の
同
意
の
法
理
と
の
関
係
で
、

責
任
の
範
囲
設
定
に
際
し
て
の
効
果
を
承
認
し
う
る
と
の
立
論
も

生
じ
よ
う
。
し
・
か
し
、
定
型
的
に
文
言
を
挿
入
す
る
だ
け
で
、
そ

の
よ
う
な
責
任
追
及
の
免
罪
符
と
な
し
う
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問

も
あ
る
。
現
に
、
契
約
中
の
責
任
制
限
規
定
が
過
失
責
任
に
つ
い

て
機
能
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

ま
で
働
く
も
の
で
は
な
い
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
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約
定
の
対
価
な
ど
を
考
慮
し
て
、
開
発
側
が
負
担
し
う
る
リ
ス
ク

の
許
容
限
度
を
画
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

2
　
立
証
段
階
の
問
題

　
（
1
）
　
立
証
命
題
（
証
明
主
題
）

　
欠
陥
の
認
定
に
よ
っ
て
過
失
の
事
実
上
の
推
定
が
働
く
と
解
さ

れ
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
、
欠
陥
の
認
定
の
問
題
が
残
る
。
こ
こ

で
は
、
欠
陥
評
価
を
基
礎
づ
け
る
事
実
群
が
具
体
的
な
立
証
命
題

と
な
る
。
そ
の
中
に
は
、
事
実
上
の
期
待
（
要
求
定
義
）
、
製
品

の
実
際
の
態
様
・
機
能
、
製
品
の
背
景
事
情
な
ど
が
合
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
間
接
事
実
を
通
じ
た
法
的
評
価
へ
の
働
き
か
け
が
中

、
心
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
は
、

当
事
者
間
に
お
け
る
情
報
の
偏
在
現
象
が
顕
著
と
な
る
た
め
、
立

証
命
題
に
お
い
て
も
外
形
的
特
定
の
法
理
の
趣
旨
を
推
し
及
ぽ
す

こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
際
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
表
見
証
明
の
理
論
（
事
象
経
過
の
典
型
性
判
断
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

く
外
形
的
立
証
の
許
容
）
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ

し
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
、
本
来
予
定
さ
れ
て
い
な
い
用
途
に

転
用
さ
れ
た
場
合
や
、
ユ
ー
ザ
側
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
や
改
変
に
よ

っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
定
型
性
が

破
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
立
法
事
実
と
し
て
の
技
術
水
準

　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
者
の
属
す
る
業
界
に
お
け
る
技
術
水
準
も
、

欠
陥
の
有
無
に
関
す
る
法
的
評
価
の
参
考
に
供
さ
れ
る
社
会
的
事

実
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
水
準
の
認
定
に

関
し
て
は
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
の
製
造
物
責
任
訴
訟
に
お
い
て
、

訴
訟
上
の
取
扱
い
に
関
し
て
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、

こ
の
よ
う
な
技
術
水
準
が
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
事
実
認
定
を

趨
え
た
社
会
的
意
義
を
有
す
る
立
法
的
・
政
策
的
判
断
の
基
礎
事

実
、
す
な
わ
ち
立
法
事
実
（
一
①
o
q
邑
き
き
武
g
）
な
い
し
法
創

造
事
実
（
厨
峯
－
昌
箒
ま
σ
q
敏
9
一
宛
8
巨
ω
申
O
『
旨
二
〇
自
目
O
q
9
呉
窒
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

○
思
）
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
技
術
水
準
の
認
定
方
法

　
技
術
水
準
を
い
か
に
認
定
す
べ
き
か
は
、
こ
の
種
の
訴
訟
に
お

け
る
犬
き
な
問
題
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
限
ら
ず
、
開
発
技

術
が
日
進
月
歩
の
動
態
的
発
展
を
み
せ
る
中
で
、
開
発
時
点
に
お

い
て
い
か
な
る
技
術
的
規
範
の
遵
守
が
必
要
で
あ
っ
た
か
を
判
断

す
る
に
際
し
て
は
、
高
度
に
専
門
的
な
情
報
を
必
要
と
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
水
準
の
認
定
の
た
め
に

は
、
将
来
的
に
は
、
専
門
裁
判
所
の
整
備
が
必
要
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
は
、
特
許
権
侵
害
訴
訟
等
の
工
業
所
有

姻
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権
に
関
す
る
事
件
に
関
し
て
、
東
京
及
び
大
阪
の
地
方
裁
判
所
に

お
い
て
専
門
の
合
議
体
（
専
門
部
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
名
古

屋
．
京
都
．
神
戸
の
各
地
方
裁
判
所
に
は
集
中
部
が
設
け
ら
れ
て

い
る
）
。
そ
し
て
、
新
民
訴
法
に
お
い
て
は
、
付
加
的
管
轄
の
技

法
に
よ
り
、
一
定
限
度
の
管
轄
集
中
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
が
注
目

　
　
　
　
　
　
　
＾
肺
〕

さ
れ
る
（
同
法
六
条
）
。
当
面
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
欠
陥
紛
争
は
こ

の
よ
う
な
特
則
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
審
判
体
自
体
の

専
門
的
情
報
の
判
断
能
力
を
増
強
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
技
術
発
展
の
速
度
が
高
ま
る
今
目
に
お
い
て
は
、
さ
ら

に
、
外
部
の
第
三
者
か
ら
の
専
門
的
情
報
の
補
給
も
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
司
法
制
度
の
抱
え
る
問
題
点

の
う
ち
の
一
つ
は
、
専
門
家
の
判
断
裁
且
盟
の
限
界
事
例
に
関
す
る

多
数
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
中
で
、
裁
判
所
が
、
こ
の
よ
う
な
専

門
的
情
報
（
専
門
的
経
験
則
や
社
会
的
事
実
）
を
獲
得
す
る
ル
ー

ト
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
面
は
、
現
行
の
ル
ー

ト
と
し
て
存
在
す
る
私
鑑
定
・
調
査
嘱
託
な
ど
の
諸
手
段
の
活
用

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
よ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
際
、
専
門
的
情
報
の
歪
み
の
防
止

の
た
め
、
専
門
家
の
中
立
性
の
確
保
の
た
め
の
方
策
も
併
せ
て
検

討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
開
発
委
託
・
使
用
許
諾
契
約
を
基
礎
と
す
る
オ
ー

タ
ー
．
メ
イ
ド
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
・
ア
と
、
不
特
定
ユ
ー
ザ
を
対
象
と

し
、
専
ら
使
用
許
諾
関
係
に
上
っ
て
律
せ
ら
れ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
双
方
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
欠
陥
を
め
ぐ
る

紛
争
に
お
け
る
合
理
的
な
双
方
当
事
者
の
主
張
・
立
証
の
枠
組
み

を
、
主
と
し
て
有
体
物
の
製
造
物
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
に
示
唆
を

得
つ
つ
検
討
し
た
。

　
本
稿
で
明
ら
か
と
さ
れ
た
間
題
点
の
第
一
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
内
部
構
造
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ツ
ク
ス
性
に
由
来
す
る
欠
陥
の
主

張
．
立
証
の
困
難
性
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
情
報
の
非
対
称
性
を
補

う
た
め
の
欠
陥
概
念
の
再
構
成
と
、
主
張
に
お
け
る
外
形
的
特
定

の
法
理
の
採
用
が
不
可
欠
と
な
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
種
の
紛
争
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
に
、

最
大
の
問
題
と
な
る
の
は
、
開
発
技
術
の
動
態
的
発
展
の
中
の
一

こ
ま
に
お
け
る
技
術
水
準
を
い
か
に
認
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
技
術
水
準
の
認
定
は
、
個
別
の
訴
訟
に
お
け
る
責
任
の
範

囲
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
マ
ク
ロ
的
に
み
れ
ば
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
供
給
者
に
ど
れ
だ
け
の
リ
ス
ク
ニ
ア
イ
キ
ン
グ
を

ψ
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許
す
か
の
範
囲
設
定
の
間
題
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
技
術
水

準
の
認
定
は
、
当
該
分
野
に
お
け
る
平
均
的
な
技
術
の
客
観
的
な

認
識
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
該
分
野
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
開

発
の
サ
イ
ク
ル
と
品
質
確
保
の
衡
量
と
い
う
評
価
的
側
面
を
有
し

て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
技
術
水
準
の
認
定
は
高
度
な
政
策
的
評

価
を
伴
う
も
の
で
も
あ
る
。
判
断
に
お
け
る
柔
軟
性
．
個
別
的
妥

当
性
と
の
調
和
の
中
で
、
よ
り
明
確
な
評
価
基
準
の
画
定
に
向
け

て
今
後
も
検
討
が
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
種

の
専
門
的
事
件
に
お
け
る
司
法
府
の
判
断
能
力
の
隈
界
を
補
う
工

夫
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
製
造
物
責
任
に
関
し
、
主
と
し
て
実
体
法
の

　
側
面
か
ら
考
察
し
た
文
献
と
し
て
、
す
で
に
、
浦
川
道
太
郎
「
コ
ン

　
ビ
ュ
i
タ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
製
造
物
責
任
」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一

　
〇
号
一
四
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）
、
松
本
恒
雄
「
コ
ン
ピ
ュ
ー

　
タ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
製
造
物
實
任
」
北
川
善
太
郎
編
『
知
的
財
産

　
法
制
』
＝
二
七
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
　
こ
れ
は
い
わ
ば
内
国
法
上
の
法
性
決
定
の
問
題
で
あ
る
と
い
え

　
よ
う
。
非
典
型
契
約
が
間
題
と
な
る
訴
訟
は
、
法
創
造
型
訴
訟
に
属

　
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
種
の
類
型
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
官

　
の
法
的
観
点
の
開
示
の
必
要
性
が
増
大
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

　
拙
稿
「
裁
判
官
の
法
的
観
点
の
指
摘
と
心
証
の
披
漉
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

増
刊
・
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕
一
八
八
頁
以
下
（
一
九
九

　
八
年
）
。
典
型
契
約
該
当
性
判
断
に
関
し
て
は
、
大
村
敦
志
『
典
型

契
約
と
性
質
決
定
』
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
3
）
　
東
京
地
判
平
成
三
年
二
月
二
二
日
判
タ
七
七
〇
号
二
一
八
頁
。

（
4
）
　
く
o
日
r
o
け
冬
戸
　
因
O
匡
　
く
．
M
㎝
．
ω
1
－
o
o
μ
　
O
＝
冒
〇
一
』
冨
『
　
自
コ
匝

　
宛
①
o
ゴ
一
（
O
カ
）
　
－
㊤
o
仰
一
蜆
〇
一
〇
－
O
U
岸
ω
ω
o
巨
o
ユ
く
．
一
〇
〇
・
ド
；
〇
一

　
〇
カ
冨
睾
、
竃
、
も
っ
と
も
、
企
画
（
コ
唖
コ
巨
目
O
q
）
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

　
ン
グ
（
悪
『
g
…
o
q
）
な
ど
の
段
階
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
零
與
．

　
箏
巳
■
U
o
す
冒
二
≦
．
一
U
富
2
ω
寿
o
－
ヨ
向
葦
至
鼻
；
目
o
q
睾
①
二
畠
晒
・

　
○
カ
ー
o
o
o
o
－
二
一
ω
．
①
杜
㎝
或
’
（
－
o
o
o
o
）
．

（
5
）
　
吉
田
正
夫
『
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
取
引
の
契
約
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
六

　
一
頁
（
一
九
八
九
年
）
。

（
6
）
　
吉
田
・
上
掲
書
三
九
頁
以
下
。

（
7
）
　
専
門
的
業
務
に
関
す
る
契
約
の
典
型
と
し
て
の
医
療
契
約
の
法

　
的
性
質
に
つ
い
て
も
争
い
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
準
委
任
契
約
と

　
解
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
な
お
、
倉
田
卓
次
監
修
『
要
件
事
実
の

　
証
明
責
任
〔
債
権
総
論
〕
』
二
二
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）
。

（
8
）
　
専
門
家
の
黄
任
に
関
し
て
は
、
川
井
健
ほ
か
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ

　
ム
・
専
門
家
の
民
事
賛
任
」
私
法
五
七
号
三
頁
以
下
（
一
九
九
五

　
年
）
な
ど
参
照
。

（
9
）
　
も
ち
ろ
ん
、
定
型
的
な
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
設
計
段
階
も

　
含
め
て
請
負
契
約
と
解
す
る
余
地
も
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者

　
が
契
約
の
法
的
性
質
を
諸
負
と
特
定
し
て
い
る
場
合
に
も
そ
れ
を
尊

　
重
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
零
彗
9
■
U
o
琴
p
酎
．
団
■
ρ
（
＞
自
∋
．

　
ム
）
一
ω
1
①
卜
o
或
一

50
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（
1
0
）
　
な
お
、
法
人
著
作
物
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
北
川

　
善
太
郎
ほ
か
「
特
集
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
法
人
著
作
」
民
商
法
雑
誌

　
一
〇
七
巻
四
n
五
号
四
八
九
頁
以
下
（
一
九
九
三
年
）
所
収
の
諸
論

　
文
を
参
照
。

（
u
）
　
米
国
に
お
い
て
現
在
進
行
中
の
統
一
商
法
典
の
改
正
の
試
み
は
、

　
情
報
取
引
に
関
し
、
財
貨
移
転
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
代
え
て
使
用
許
諾
パ

　
ラ
ダ
イ
ム
に
基
づ
く
新
た
な
法
的
枠
組
み
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
も

　
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
川
和
功
子
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
契

　
約
と
統
一
商
事
法
典
第
二
編
（
一
）
（
二
・
完
）
」
民
商
法
雑
誌
一
一

　
三
巻
四
…
五
号
七
〇
四
頁
以
下
、
一
一
四
巻
一
号
三
一
頁
以
下
（
一

　
九
九
六
年
）
。

（
1
2
）
　
使
用
許
諾
と
は
、
他
人
が
自
己
の
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
を

　
正
当
化
す
る
意
思
表
示
を
い
う
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
使
用
許
諾
の
法

　
的
構
造
に
関
し
て
は
、
山
田
憲
一
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
の
暇
疵
と
使
用
許
諾
契
約
（
一
）
（
二
・
完
）
」
民
商
法
雑
誌
一
二
一

　
巻
一
号
四
六
頁
以
下
・
二
号
二
三
七
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）
。

（
1
3
）
　
黙
示
の
保
証
に
つ
き
、
川
和
・
前
掲
（
注
1
1
）
（
一
）
七
二
一

　
頁
以
下
。

（
1
4
）
　
小
林
秀
之
『
製
造
物
責
任
法
』
三
二
頁
（
一
九
九
五
年
）
。

（
1
5
）
　
松
本
（
恒
）
・
前
掲
（
注
1
）
三
三
四
頁
以
下
、
山
本
魔
幸

　
『
注
釈
製
造
物
責
任
法
』
二
九
頁
（
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
帖
）
　
く
o
q
－
1
宛
o
片
す
9
F
一
勺
『
o
0
E
斥
↓
ユ
凹
『
一
E
目
o
q
一
カ
①
o
す
叶
旨
o
－
一
①
o
『
E
目
〇
一

　
5
0
q
o
目
巨
目
O
｝
す
『
①
＞
＝
ω
ミ
マ
斥
一
］
目
O
q
①
自
與
O
H
0
7
－
目
巳
E
伽
↓
ユ
①
’
O
宛

　
畠
8
よ
一
ω
1
呂
o
申
（
轟
竃
）
一
↓
凹
品
o
『
」
’
？
a
巨
巨
⊥
』
目
o
軍
邑
亨

　
N
①
目
片
①
日
プ
與
津
巨
目
o
q
σ
9
　
ω
o
＝
軸
α
o
目
　
〇
一
』
『
o
す
　
守
す
－
o
『
了
與
津
Φ
O
o
目
一
．

　
〇
一
巨
①
『
O
『
O
①
q
『
四
∋
臼
P
O
カ
ー
㊤
o
①
－
9
ω
l
M
蜆
べ
串
1
（
－
o
o
①
）
’

（
1
7
）
　
欠
陥
概
念
の
分
類
に
関
し
て
は
、
山
本
・
前
掲
書
（
注
蝸
）
三

　
二
頁
以
下
な
ど
参
照
。
な
お
、
有
体
物
の
場
合
と
同
様
、
欠
陥
の
生

　
起
し
た
工
程
段
階
に
よ
っ
て
、
設
計
上
の
毅
疵
・
狭
義
の
プ
ロ
グ
ラ

　
、
、
、
ン
グ
上
の
暇
疵
な
ど
に
区
分
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
「
欠
陥
」
概
念
の
規
範
性
に
関
し
て
は
、
升
田
純
「
製
造
物
責

　
任
法
と
実
務
（
2
）
」
判
時
一
五
二
二
号
三
頁
以
下
、
一
一
頁
以
下

　
（
一
九
九
五
年
）
、
橋
本
英
史
「
製
造
物
責
任
法
に
お
け
る
欠
陥
の
要

　
件
事
実
と
そ
の
立
証
（
上
）
（
下
）
」
判
時
一
五
五
三
号
七
頁
以
下
、

　
一
五
五
四
号
三
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）
。

（
1
9
）
　
す
で
に
、
有
体
物
の
製
造
物
責
任
と
の
関
連
で
、
具
体
化
費
任

　
の
軽
減
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
松
本
博
之
教
授
に
よ
れ
ぱ
、

　
欠
陥
の
主
張
貴
任
が
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
側
に
あ
る
と
し
て
も
、

　
こ
れ
は
「
欠
陥
が
製
造
物
の
ど
の
箇
所
に
存
在
し
、
そ
れ
が
製
造
者

　
の
ど
の
領
域
で
、
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ

　
ズ
ム
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
を
、
損
害
賠
償
請
求
権
者
が
主
張
・
立
証

　
す
べ
き
こ
と
ま
で
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。
松
本

　
博
之
「
製
造
物
黄
任
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
と
証
明
軽
減
」
判
タ

　
八
六
二
号
六
七
頁
以
下
、
六
八
頁
（
一
九
九
五
年
）
。
ま
た
、
升

　
田
．
前
掲
（
注
1
8
）
二
〇
頁
以
下
も
、
事
故
発
生
に
至
る
詳
細
な
メ

　
カ
ニ
ズ
ム
ま
で
を
も
詳
細
に
特
定
す
る
ま
で
の
必
要
は
な
い
と
す
る
。

（
2
0
）
　
外
形
的
特
定
の
法
理
が
ノ
ウ
ハ
ウ
侵
害
訴
訟
と
の
関
係
で
も
有

　
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
民
事
訴
訟
に

　
お
け
る
惰
報
財
の
保
全
と
審
理
公
開
原
則
」
一
橋
論
叢
＝
一
〇
巻
一

　
号
一
八
頁
（
一
九
九
八
年
）
。
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（
2
1
）
　
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
製
造
物
責
任
と
開
発
危
険
の
抗
弁
と
の
関
係

　
に
つ
き
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
浦
川
・
前
掲
（
注
1
）
二
一
頁
以

　
下
参
照
。

（
2
2
）
　
な
お
、
か
か
る
評
価
障
害
事
実
は
主
要
事
実
と
解
す
る
の
が
お
、

　
そ
ら
く
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
欠
陥
自
体
を
主
要
事
実
と
み
る
立
場
に

　
よ
れ
ぱ
、
間
接
事
実
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
升
田
．

　
前
掲
（
注
1
8
）
論
文
、
橋
本
・
前
掲
（
注
1
8
）
論
文
も
参
照
。

（
2
3
）
　
吉
閏
・
前
掲
書
（
注
5
）
八
八
頁
・
一
一
七
頁
。
ま
た
、
山

　
田
・
前
掲
（
注
1
2
）
（
一
）
五
一
頁
は
、
約
款
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
法

　
理
の
活
用
を
志
向
す
る
。

（
刎
）
　
製
造
物
責
任
訴
訟
に
お
け
る
欠
陥
の
立
証
と
の
関
連
で
、
ド
イ

　
ツ
に
お
け
る
表
見
証
明
（
＞
冨
争
9
ま
o
峯
9
m
）
，
の
理
論
を
紹
介
す

　
る
も
の
と
し
て
、
松
本
（
博
）
・
前
掲
（
注
1
9
）
七
二
頁
以
下
、
升

　
田
・
前
掲
（
注
㎎
）
ニ
ハ
頁
以
下
。

（
2
5
）
　
穴
霊
旨
P
－
品
邑
凹
ゴ
毒
勺
凹
o
誌
彗
α
讐
冒
＝
胃
↓
三
目
湧
一
U
o
－

　
○
巳
ヲ
o
q
g
昌
暮
＆
弔
富
邑
ω
o
｝
篶
員
お
ζ
ヲ
目
．
「
－
カ
睾
・
－

　
（
ε
o
．
o
。
）
。
な
お
、
立
法
事
実
・
法
創
造
事
実
に
関
し
て
は
、
拙
稿

　
「
裁
判
に
よ
る
法
創
造
と
事
実
審
理
（
一
）
三
（
四
）
」
法
学
研
究
（
一

　
橋
大
学
研
究
年
報
）
二
八
｛
三
一
号
（
一
九
九
六
｛
一
九
九
八
年
）
。

（
2
6
）
　
知
的
財
産
関
係
訴
訟
に
お
け
る
管
轄
の
集
中
に
関
し
て
は
、
小

　
田
敬
美
「
特
許
権
等
に
関
す
る
訴
え
の
管
轄
」
三
宅
省
三
ほ
か
編
集

代
表
・
新
民
事
訴
訟
法
大
系
（
第
一
巻
）
八
五
頁
以
下
（
一
九
九
七

年
）
、
拙
稿
「
管
轄
の
集
申
と
関
連
裁
判
籍
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
．

　
民
事
訴
訟
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕
四
四
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）
な

　
ど
参
照
。

（
2
7
）
　
拙
稿
「
弁
論
主
義
の
限
界
と
第
三
者
情
報
」
一
橋
論
叢
一
一
七

　
巻
一
号
七
九
頁
以
下
（
一
九
九
七
年
）
。
こ
の
種
事
件
に
お
け
る
裁

　
判
所
の
技
術
的
情
報
へ
の
依
存
と
そ
の
歪
み
の
防
止
の
必
要
性
に
関

　
し
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
（
注
2
0
）
二
四
頁
も
参
照
。
な
お
、
裁
判
外

　
紛
争
解
決
制
度
（
≧
箒
『
冨
饒
毒
9
名
鼻
o
宛
①
ω
o
；
饒
昌
1
－
＞
U
宛
）

　
と
の
適
切
な
使
い
分
け
に
つ
い
て
も
検
討
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

　
ろ
う
。

［
追
記
］

　
革
稿
の
段
階
で
、
東
京
工
業
大
学
助
教
授
金
予
宏
直
氏
か
ら
貴
重

な
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
で

は
、
サ
ー
ド
・
パ
ー
テ
ィ
製
モ
ジ
ュ
ー
ル
使
用
に
伴
う
重
屑
的
法
律

関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
外
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点

に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）

拐




